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１ 地元説明の目的

この「地元説明マニュアル」は，下水道工事の周辺住民への対応のしかたについて

　 市民の下水道工事に対する理解と協力を得るためには，どうすればよいか。

　 工事による市民への迷惑をできる限り少なくするためには，どうすればよいか。

等について記述したものです。現場の条件が千差万別であるように，周辺住民の意識も十人十色といえます。ですが，

過去の事例からおしなべて住民の最も知りたいことは，

　 自分の家の前の工事は，《いつから始まるか》

　 自分の家の自家用車の出入りは，《どのようになるか》

　 自分の家の水洗化には，《お金がいくら必要となるか》

　 自分の家の・・・

というように，地域全体の工事内容より，住民個々に関する情報です。これら住民の知りたい情報を

　 どのような方法で

　 どのように説明をすれば，市民サービスができ，工事の速やかな完成が図れるか，このマニュアルを参考としてご活用下さい。

１－１ 地元に配布する文書について

地元に配付する文書については，文字を大きくすることや文字間隔，行間隔を適切に設定し，高齢者の方々にも配慮して見やすいように作成し

て下さい。又，位置図等資料のコピーについても出来るだけ鮮明なものを使用して下さい。



２

２ 工事着工までのフローチャート

・各関係官庁へ
事前協議及び
書類提出 ・境界確認 ・地盤変動監視点の設置

・各交通機関 ・各関係官庁と
と打合せ ・道路使用許可申請 最終打合せ

（地元説明会の説明内容）

・下水道の目的と特性
施

・工事概要
工

・工 期 ・各占用企業へ
・設計図書 計 地 立会依頼と ・施工方法布設 ・工事施工

契 の熟知 ・説明会準備 ・施工時間 許 現地立会 試 位置等の決定 承 の準備 着 ・施工
画 元

約 ・現地踏査 ・交通対策 可 ・地元へ試掘 掘 ・施工計画書等 諾 工
書 説 工事の通知 の調整

・安全対策
作 明

・公害対策
成 会

・宅地内排水設備

・下水道使用料

・受益者負担金
・町内会長へ ・地元説明会開催 ・各占用企業と
説明 のお知らせ配付 ・水洗化の制度と義務 最終打合せ

・その他
・下水道工事の

・各占用企業 お知らせ文書の
と打合せ 配付（各家庭） ・下水道工事のお知らせ文書の配付 ・家屋及び井戸調査



３

３ 説明会までの準備（外業）

１ 施工場所及び周辺の環境状況をよく把握すること。

　 保育園，学校，病院

　 駐車場や倉庫

　 視覚障害者や身体に障害のある人などが，いないかどうか周辺の情報を収集すること。

２ 施工場所及び周辺の交通状況をよく把握すること。

　 鉄道，軌道，バス路線，駅，バス停留所

　 通園路，通学路，校区安全協議会への連絡

　 視覚障害者用信号，点字ブロック

　 車イス用歩道切下げなど周辺の状況を把握すること。

３ 施工場所及び周辺の既設構造物の状況をよく把握すること。

　 水路の形態

　 石積みの形態

　 橋台の形態などについて，工事に伴う影響を予測してその防護方法等対策を講じること。

　 周辺井戸の有無

　 周辺土地の高低差



４

４ 説明会までの準備（内業）

１ 設計図書を熟知すること。

　 平面計画，縦断計画，構造

　 仕様書など工事の内容を全般に渡って十分に把握すること。

２ 施工計画書を作成すること。

　 地下占用物（ガス，水道，各種ケ－ブルなど）の移設が必要か，また移設，復旧の時期

　 上空占用物（電柱，電線，電話，有線放送，CATVなど)の移設が必要か，また移設，復旧の時期

　 資材搬入，搬出経路

　 作業ヤ－ドの確保

　 施工方法，安全対策，環境対策

　 作業時間，使用機械など

３ 説明会場を確保すること。

　 公民館，図書館，集会所など主に公的機関の施設を使用すること。

　 会場の使用願いは，高知市下水道建設課長名で提出します。



５

４ 説明会のお知らせ文書を作成すること。（Ｐ15参照）

　 地元町内会と場所，日時等，必ず打合せをすること。

５ 会場の設備，使用可能機器等のチェックをすること。

　 黒板または白板，チョーク

　 机，イス

６ 説明会資料を作成すること。

　 施工平面図

　 施工概要図

　 取付管標準図

　 宅地内排水設備図等を作成すること。

なお，それぞれ会場用の大きな図面とパンフレット用の小さな図面が必要です。また，会場用の図面は，やや大きいと思われる

ぐらいで，遠くからも見やすい図面を作成すること。（Ｐ10～13参照）
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  説明会場の設営 
 

 

 
 

 

 
 
 
           １ 会場には以下のものを用意すること。  
 
 
             ・ 施工平面図等図面一式 
 
             ・ 黒板または白板 
 
                                 

           ２ 受付には以下のものを用意すること。   
 
             ・ 説明会出席者名簿（Ｐ14参照） 
 
             ・ 下水道工事のお知らせ文書（各種パンフレットを含む）（Ｐ16～18参照） 
 
                                  

           ３ 説明会には以下の方々の出席が必要です。  
 
             ・ 町内会長など地元の代表者 
 
             ・ 下水道建設課 
 
             ・ 下水道保全課 
 
             ・ 請負業者 
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  説明会（下水道建設課） 
 

 

 
 

 

 
 
 
           説明者は，原則として市職員が行うものとし必要に応じて請負人が補足説明すること。説明の言葉づかいは，専門用語，略語や回りくどい 
 
           表現はできる限り避けて住民の理解が得られるよう分りやすく，ていねいな言葉で表現すること。 （Ｐ22参照）  
 
 
           １ 下水道の目的を説明すること。  
 
               水洗化 
 

               浸水解消 
 
               生活環境の向上 
 
               公共水域の水質保全 
 
              以上４項目は必ず，説明すること。 
 

                               

           ２ 下水道工事の特性を説明すること。  
 
               自然流下方式であり，地下埋設物などの支障物件があると移設や復旧工事を伴うことがある。 
 
               管渠の勾配や土かぶりの確保，また，管理のための人孔設置の必要性などがある。 
 
               推進工事などにおいては，立坑部での工事期間が長期にわたり道路を占用することになる。 
 
                            

            ３ 工事の概要を説明すること。  
 
 
               工事名 
 
               工事の場所 
 
               工事の期間 
 

               工事の延長 
 
 

                                                                                      



                                                                                     ８ 

 
             ・ 管径 
 
             ・ 工法 
 
             ・ 施工の時間 
 
             ・ 請負業者名，現場代理人などの紹介 
 
              以上を説明し，特に，市側の施工範囲である取付管と使用者が告示後行う最終桝以降の宅地内排水設備については，図面など用いて十分な 
 
             理解が得られるよう努めること。（Ｐ12～13参照） 
 
                              

           ４ 交通対策について説明すること。  
 
             ・ 通行止めの場所，期間 
 
             ・ 迂回路 
 
             ・ 緊急車輌への対応 
 
             ・ 交通弱者への対応 
 
              以上を説明し，特に，駐車場，車庫の代替が可能かどうかまた，夜間工事の場合は，車両の通行がどうなるかなど十分な説明をすること。 
 
                              

           ５ 安全対策について説明すること。  
 
             ・ 資材，機械置場及び作業ヤ－ド内の保安対策 
 
             ・ 通園，通学路の確保 
 
             ・ 交通誘導員の配置 
 
               以上を説明し，特に，管埋設後の舗装復旧までの間，自然転圧などのための仮舗装状態が続くことなど十分な説明をすること。 
 
                              

           ６ 公害対策について説明すること。  
 
 
             ・ 騒音対策 
 
             ・ 振動対策 
 
              下水道工事では，どのような配慮をしても以上２点は避けられないものであることを住民に周知させ協力を得ること。 
 

 



９

７ 説明会（下水道保全課）

１ 宅地内排水設備を説明すること。

　 トラップ桝，中間桝，最終桝

　 配管材料，管径

以上を図面，資料等を用いて，十分理解ができるよう努めること。また，１家屋１取付管の原則，設置位置の原則と位置決定の確認方法

についても必ず説明すること。

２ 下水道使用料を説明すること。

　 使用料の使われ方

　 使用料の計算，納付方法

以上を説明し，できれば４人家族程度の一般的な例を取り上げ黒板等を使い使用料を試算してみること。

また，使用者負担の原則など必要があれば説明すること。

３ 受益者負担金を説明すること。

　 負担金の使われ方

　 負担金の計算，納付方法

以上を黒板等で説明すること。また,一括納付報奨金については,必ず説明すること。

４ 水洗化の制度と義務を説明すること。

　 指定業者

　 工事の手順，方法

　 水洗化資金の融資あっせんと利子補給制度

　 告示後，３年以内の水洗便所改造義務

以上をパンフレットに添って説明し，特に不用となる浄化槽の維持費と下水道使用料の差，また，合流式と分流式の差異などについても説明すること。



１０

８ 施工平面図（分流式）

下図のように，名前を表示した平面図に施工個所，施工予定日を記入すること。

○月○日～○月○日 ○月○日～○月○日
至
○
○

土 竹
鎌 倉 間

吉 本 千 頭 前 田 片 岡 森 岡 方 崎
○月○日～○月○日 ○月○日～○月○日

甲 藤 正 源 吉 田 山 下
亀 越 石 河 坂 本 山 本 谷 沿 浜 田 山 崎

和 田
吉 岡 手 島 山 本

小 野 寺

至
○
○

凡 例

汚水管

雨水管

■ 工事名 ○○分区汚水管渠築造工事（その○）

■ 工 期 平成○年○月○日～平成○年○月○日

２００

２５０

０
５
２

０
０
２

３００

３００

０
０
３

０
０
３

０
０
３

０
５
２

２００

２５０

０
０
２

３００

４００

０
０
３

５００

２５０

０
０
５

０
０
５
１

○月○日～○月○日 日
○

月
○

～
日

○
月

○

○月○日～○月○日○月○日～○月○日

○月○日～○月○日日
○

月
○

～
日

○
月

○



１１

９ 施工概要図

下図のように施工概要図を図示すること。特に，推進工事の概要図は以下のことに注意すること。

１ 推進工事の場合

　 立坑周辺の交通切廻し

　 薬液注入工，取付管工の時の交通誘導員の配置

　 資材，機材，重機の配置

　 その他，必要事項が十分理解を得られるような表現方法で図示すること。

歩行者通路 作業ヤード

○○ｍ

バリケード バリケード

矢板
トラッククレーン車

下水道本管
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１１ 宅地内排水設備図

下図のように，宅地内の排水設備が十分理解できるよう図示すること。

（ 分 流 式 ） （ 合 流 式 ）

雨 雨
と と

トイレ 洗 面 風 呂 い トイレ 洗 面 風 呂 い

台 台

所 所
雨とい 雨とい

雨水ます
最終ます 最終ます 雨水ます

官民境界 官民境界
公共敷地内雨水ます
又はＵ型側溝に接続

道 路
道 路

下水道本管（汚水） 下水道本管
マンホール マンホール

口径
10
0m
m以
上

S=
1/1
00

口径1000mm以上

S=1/100

汚水ます
（密閉式蓋）

汚水ます
（密閉式蓋）

φ
1 0
0m
m
S
=
11/ /
1 0
0

φ
1 0
0m
m
S
=
11/ /
1 0
0

管
付

取

m
0m
15
φ

管
付

取

m
0m
15
φ



１４

１２ 説明会出席者名簿

下図の様式にならって，受付の机上に筆記用具と一緒に備えること。なお，説明会出席者名簿は，ファイルに綴じて施工管理資料と

同時に提出すること。

（A4サイズ)

下 水 道 工 事 説 明 会 出 席 者 名 簿

日 時 平成 年 月 日 時～

会 場 ○○公民館 ○階ホール
工事名 ○○分区汚水管渠築造工事（その○）

受 付 ○○会社 ○○○○

お 名 前 ご 住 所 電 話 番 号

○ ○ 太 郎 高知市本町５丁目１－４５ ８２３－９４７４
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 １３ 説明会開催のお知らせ  

下図にならって，「下水道工事地元説明会のお知らせ」文書を作成し，『１４ お知らせ文書』の書類一式と一緒に対象世帯全員に案内をだすこと。 

 

受益者（取付管設置予定者）用        （Ａ４サイズ）                通行制限等に伴う周辺関係者用    （Ａ４サイズ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位 置 図 

平成○年○月○日

地元の皆様へ 
高知市下水道建設課長

 

下水道工事地元説明会のお知らせ 
 
皆様には，日頃から下水道事業に対し深いご理解とご協力を頂きお礼申し上

げます｡ 
さて，このたび当地域の下水道工事に着手することとなりました。工事にあ

たりましては，安全で迅速な施工に努めますが，一定期間を要するためどうし

てもご迷惑をおかけすることとなります。 
つきましては，次のとおり地元説明会を開催し，工事内容について説明させ

ていただきますので，ご多忙中とは存じますが是非ご出席下さるようお願いい

たします。 
記 

 
１．開 催 日 時 平成○年○月○日（○）  午後○時より 
 
２．開 催 場 所 ○○公民館  ○階ホール 

 

                        連絡先：高知市下水道建設課 ℡ 823-9474 

第○建設係 係 長 ○○ ○○ 

担 当 ○○ ○○ 

 
＊当日は，このお知らせ文書一式を持参くださいますようお願い申し上げます

 
３．会場の案内図 

説明会場 
 
 
 
 
 
 

 

平成○年○月○日 
地元の皆様へ 

高知市下水道建設課長 
 

下水道工事のお知らせ 
 
皆様には，日頃から下水道事業に対し，深いご理解とご協力を頂きお礼申し

上げます｡ 
さて，このたび当地区の排水を良好にし，環境衛生面の整備を図るため，別

紙図面のとおり下水道工事を行うことになりました。工事にあたりましては，

安全で迅速な施工に努めますが，一定期間を要するためどうしてもご迷惑をお

かけすることとなります。 
つきましては，地元の皆様のご理解とご協力のほど，よろしくお願い申し上

げます。 
 

記 
 
１．工 事 名 称 ○○分区汚水管渠築造工事（その○） 

２．工 事 場 所 高知市 ○○ （別途位置図参照） 
３．工 期 平成○年○月○日～平成○年○月○日 

４．施 工 業 者 名 ○○建設会社 ℡ 000‐0000 

 現場代理人 ○○ ○○ 

５．工事に関する 高知市下水道建設課 ℡ 823‐9474 

問い合わせ先     第○建設係 係長 ○○ ○○ 

 担当 ○○ ○○ 

 

 

このお知らせ文書は，周辺の皆様に工事へのご協力をお願いするためのも

のです。 

下記のとおり説明会を開催いたしますので，お聞きになりたい方はご出席

をお願いします。 

 

【 記 】 

１．日 時  平成○年○月○日（○） 午後○時より 

２．場 所  ○○公民館（○○町○丁目○番地） 

３．説明事項 ①工事の説明 

②各戸から排出される汚水管の位置 

③各戸の宅地内排水設備工事 

④受益者負担金 

⑤下水道使用料等 

汚水のみの場合

は削除する。 
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 １４ お知らせ文書  

■お知らせ文書の綴じ方       ④ 

■ お知らせ文書は，以下のものを添付して右図のとおり１冊にまとめて綴じること。                         ③ 

                                                                        ② 

① 下水道工事のお知らせ（様式１）                                            ① 

                             通行制限等に伴う 

② 下水道工事の手順（様式２）         周辺関係者には 

①～③のみ配布。 

③ 施工平面図（工程が記載されたもの）                下水道工事地元説明会のお知らせ文書と 

①～⑩の書類すべてを一冊にまとめる。 

④ 下水道の整備に伴うお願い（様式３） 

 

⑤ 「受益者負担金について」（リーフレット） 

 

⑥ 「下水道使用料について」（リーフレット）                                                                           ⑨ 

                                                                                          ⑧ 

⑦ 「快適なくらしをお約束する水洗トイレ」（リーフレット） 

                                                                            ⑦ 

⑧ 「高知市の下水道」（リーフレット） 

 

⑨ 指定業者一覧表（下水道保全課が作成した最新のもの）                                  ⑥ 

 

⑩ その他（必要と思われるもの）                                               ⑤ 

 

 

■ 以上のお知らせ文書を，説明会開催まで事前に対象世帯 

（家屋及び土地所有者）全員へ配布すること。 

なお，説明会に「お知らせ文書」を持参してもらいますが， 

中には忘れてくる方もいるため，説明会場には必ず余部を 

用意すること。 
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高知市役所下水道建設課 

℡８２３－９４７４ 



１７ 
■ 下水道工事のお知らせ（様式１）                    （Ａ４サイズ）      ■ 下水道工事の手順（様式２）                      （Ａ４サイズ） 

平成○年○月○日

地元の皆様へ 
高知市下水道建設課長

 

下水道工事のお知らせ 
 
皆様には，日頃から下水道事業に対し，深いご理解とご協力を頂きお礼申し

上げます｡ 
さて，このたび当地区の排水を良好にし，環境衛生面の整備を図るため，別

紙図面のとおり下水道工事を行うことになりました。工事にあたりましては，

安全で迅速な施工に努めますが，一定期間を要するためどうしてもご迷惑をお

かけすることとなります。 
つきましては，地元の皆様のご理解とご協力のほど，よろしくお願い申し上

げます。 
 

記 
 
１．工 事 名 称 ○○分区汚水管渠築造工事（その○） 

２．工 事 場 所 高知市 ○○ 
３．工 期 平成○年○月○日～平成○年○月○日 

４．水洗化開始時期 平成○年○月○日の予定 
５．施 工 業 者 名 ○○建設会社 ℡ 000‐0000 

現場代理人 ○○ ○○ 

６．工事に関する 高知市下水道建設課 ℡ 823‐9474 

問い合わせ先 第二建設係 係長 ○○ ○○ 

担当 ○○ ○○ 

７．下水道使用料・受益 
 者負担金・水洗便所 
 改造と融資制度等に 高知市下水道保全課 ℡ 823‐9472 
 関する問い合わせ先 
８．特 記 事 項   (例文) 

＊○○地区は分流式区域内であり，今回の下水道工

事は汚水管のみを埋設する工事です。従って，雨水

は今までどおり側溝などに流すようお願いします。

 

汚水のみの場合

は削除する。 

下水道工事の手順 
 
 
１ 地下埋設物の調査 
   下水道管を埋設する位置で，水道管・ガス管等が支障になるかどうかを

調査するため，ためし掘りを行います。 
 
２ 地下埋設物・上空線の移設 
   支障になる埋設物や上空線があれば，それを移設します。 
 
３ 下水道本管とマンホールの埋設 
   

（開削工法）  
直径○cm～○cm の塩化ビニール管と工場製作されたマンホールを道路

掘削の後，埋設します。 
   

（推進工法） 
   小口径推進工法（小さな径のトンネルで、直径が○cm～○cm）にて施工

するため、まず立坑（たて穴）を造ります。 
   立坑は発進立坑と到達立坑があり、発進立坑は直径○m～○mの円形型、

到達立坑は直径○m～○m の円形型です。深さは約○m～○m です。立坑

ができると推進作業を行います。 
 
４ 汚水取付管の埋設 
   直径 15cm の塩化ビニール管を本管へ取り付け、埋設します。 
 
５ 路面の復旧 
   掘削した路面を舗装します。 
 
 
※ 作業時間は 8:30～17:00 までを原則としますが，作業内容及び交通状況によ
り変更する場合があります。 

 
 
※ 迂回等のご協力よろしくお願い申し上げます。 



１８ 
■ 下水道の整備に伴うお願い（様式３）                 （Ａ４サイズ） 

下水道の整備に伴うお願い  
高知市下水道建設課

 
下水道が整備されますと，家庭の台所やお風呂などの雑排水は，宅地内に設

置する最終汚水桝に集められ下水道管に流すことができますし，トイレの水洗

化が可能となります。つきましては，下水道の整備に伴い，皆様に次の事項に

ついてご協力をお願いします。  
 

１．汚水取付管の位置決定について                 

汚水取付管（家庭内の排水を下水道本管に流すための管：内径 15cm）の
位置については，後日施工業者が伺いますので，必ずご確認の上決定して下

さい。なお，位置を決定するにあたり相談がある場合は，市担当職員若しく

は高知市指定業者（別紙）にご連絡下さい。  
汚水取付管は 1ヶ所は市負担で埋設しますが，2ヶ所目からは個人負担と

なります。必要な場合はご連絡下さい。  
 

２．下水道受益者負担金について                  

下水道の整備に伴い，特定の地域について環境が改善され，未整備地区

に比べて利便性，快適性が著しく向上し，結果として当該地区の価値が上

がります。そのため，所有する土地の面積に応じて建設費の一部を負担し

ていただく制度です。負担金は，該当する土地に対して一度限り賦課する

ものです。  
単位負担額は，  

1平方メートル当り 220円（1坪当り約 730円） 

です。なお，納付の方法等につきましては，一括納付または 5 年間分割納
付がありますのでリーフレットをご参照下さい。  

 

３．下水道使用料について                     

家庭の汚水を公共下水道に流してくださるようお願いいたします。なお，

下水道管への接続が完了しますと下水道使用料を納めていただくことにな

ります。  
下水道使用料は，水道の使用水量に応じて算出することになっています。

なお，下水道使用料金につきましては，リーフレットをご参照下さい。  
 

４．トイレの水洗化について                    

トイレの水洗化工事は，高知市の排水設備指定業者に依頼して工事を行

って下さい。工事手順等詳細につきましては，リーフレットをご参照下さ

い。 




